
引用している法令条文 

（電子政府の総合窓口 法令データ提供システムから引用） 

 

●地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用

促進に関する法律（平成二十二年十二月三日法律第六十七号） 

 

（総合化事業計画の認定）  

第五条 農林漁業者等は、単独で又は共同して、総合化事業に関する計画（当該農林漁

業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の行う総合化事業に関するものを

含む。以下この章において「総合化事業計画」という。）を作成し、農林水産省令で

定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その総合化事業計画が適当で

ある旨の認定を受けることができる。  

 ２ 総合化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

  一 認定を受けようとする農林漁業者等（当該農林漁業者等が団体である場合にあっ

ては、その構成員等を含む。第四項及び第五項第二号において同じ。）の農林漁業経

営の現状  

 二 総合化事業の目標  

  三 総合化事業の内容及び実施期間  

  四 総合化事業の実施体制  

  五 総合化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法  

  六 その他農林水産省令で定める事項  

 ３ 総合化事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、総合化事業の用に供する施設

の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。  

  一 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容  

  二 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積  

 三 その他農林水産省令で定める事項  

 ４ 総合化事業計画には、認定を受けようとする農林漁業者等以外の者の行う次に掲げ

る措置（第一号から第三号までに掲げる措置にあっては、農林漁業者等以外の者が行

うものに限る。）に関する計画を含めることができる。  

 一 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する農業改良資金融通法（昭和三十一

年法律第百二号）第二条の農業改良措置（第九条第一項において「農業改良措置」

という。）を支援するための措置（農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産

省令で定めるものに限る。）  

  二 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する林業・木材産業改善資金助成法

（昭和五十一年法律第四十二号）第二条第一項の林業・木材産業改善措置（林業経

営の改善を目的として新たな林業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若

しくは販売の方式を導入することに限る。第十条第一項において「林業・木材産業

改善措置」という。）を支援するための措置（林業経営に必要な施設の設置その他

の農林水産省令で定めるものに限る。）  

 三 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する沿岸漁業改善資金助成法（昭和五

十四年法律第二十五号）第二条第二項の沿岸漁業の経営の改善を促進するために普



及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式

の導入（当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加

工方式の導入を含む。）を支援するための措置（沿岸漁業経営に必要な機器の設置

その他の農林水産省令で定めるものに限る。）  

  四 その他当該総合化事業を促進するための措置  

 ５ 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合化事業計画

が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものと

する。  

  一 基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該総合化事業を確実に遂行するた

め適切なものであること。  

  二 当該総合化事業の実施により認定を受けようとする農林漁業者等の農林漁業経

営の改善が行われるものであること。  

 ６・７ （略） 

 ８ 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項（同項の施設の整備として市街化調整区

域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の規定による市街化調整区

域をいう。第十四条において同じ。）内において、第三項の施設（農林水産物等の販

売施設であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）の建築（建築

基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第十三号に規定する建築をいう。）の

用に供する目的で行う都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為（以下この項及

び第十四条第一項において「開発行為」という。）又は第三項の施設を新築し、若し

くは建築物（建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。）を改築し、若しく

はその用途を変更して同項の施設とする行為（以下この項及び第十四条第二項におい

て「建築行為等」という。）を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行う

に当たり、都市計画法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の都道府県知事（地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は

同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長を含む。以下この項、第十四条第二

項及び第四十二条第二項において同じ。）の許可を受けなければならないものに係る

ものに限る。）が記載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとす

るときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければな

らない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当

該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る第三項の施設の敷地である土地の

区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域（都

市計画法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。）内において行うことが困難

又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。  

 ９・１０（略） 

 

（都市計画法の特例）  

第十四条 市街化調整区域内において認定総合化事業計画に従って行われる開発行為

（都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。）は、同条の規定の適用について

は、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。  

２ 都道府県知事は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による



許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において認定総合

化事業計画に従って行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定によ

る許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令

で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定

められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。  

 

●地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用

促進に関する法律施行令 （平成二十三年二月二十三日政令第十五号） 

 

（農林水産物等の販売施設）  

第二条 法第五条第八項 （法第六条第四項 において準用する場合を含む。）の政令で

定める農林水産物等の販売施設は、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁

業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及

び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国

土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設とする。 

 

 

●都市計画法 （昭和四十三年六月十五日法律第百号） 

 

（開発許可の基準）  

第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る

開発行為が、次に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定められているときは、当

該条例で定める制限を含む。）に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又

はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなけ

ればならない。  

一 次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用

途の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都

市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限り

でない。 

イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途

制限地域、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第三十九条第一項 の分区

（以下「用途地域等」という。）が定められている場合 当該用途地域等内におけ

る用途の制限（建築基準法第四十九条第一項 若しくは第二項 、第四十九条の二

若しくは第六十条の三第二項（これらの規定を同法第八十八条第二項 において準

用する場合を含む。）又は港湾法第四十条第一項 の条例による用途の制限を含

む。） 

ロ 当該申請に係る開発区域内の土地（都市計画区域（市街化調整区域を除く。）又

は準都市計画区域内の土地に限る。）について用途地域等が定められていない場合 

建築基準法第四十八条第十三項 及び第六十八条の三第七項 （同法第四十八条第

十三項 に係る部分に限る。）（これらの規定を同法第八十八条第二項 において準

用する場合を含む。）の規定による用途の制限 



二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消

防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、

次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業

活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内

の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められて

いること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、

設計がこれに適合していること。 

イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

三～十四 （略） 

２～８ （略） 

 

第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二

種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申

請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請

に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県

知事は、開発許可をしてはならない。  

一～三 （略）  

四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で

定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、

林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特

定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為  

五～十三 （略） 

十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域

の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行う

ことが困難又は著しく不適当と認める開発行為 

 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限）  

第四十二条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の

公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物

を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更し

て当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道

府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の

地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一

種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項 の政令で指定する工作物に該当する

ものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているとき

は、この限りでない。  

２ （略）  



 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限）  

第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内

においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しく

は第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設し

てはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは

第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築

物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この

限りでない。  

一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設  

二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の

変更又は第一種特定工作物の新設  

三 仮設建築物の新築  

四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行

われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設  

五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの  

２・３ （略） 

 

●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年五

月八日法律第五十七号） 

 

（土砂災害特別警戒区域）  

第九条 都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が

発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ず

るおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室（建築

基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第二条第四号 に規定する居室をいう。以

下同じ。）を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基

準に該当するものを、土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）と

して指定することができる。  

２～９ （略） 

 

●急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 （昭和四十四年七月一日法律第五十

七号） 

 

（急傾斜地崩壊危険区域の指定）  

第三条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるとき

は、関係市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）の意見をきいて、崩壊するお

それのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずる

おそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、



又は誘発されるおそれがないようにするため、第七条第一項各号に掲げる行為が行

なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指

定することができる。  

２～４ （略） 

 

●借地借家法（平成三年十月四日法律第九十号） 

 

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。  

二～五 （略）  

（借地権の存続期間）  

第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定

めたときは、その期間とする。 

 

（事業用定期借地権等）  

第二十三条 専ら事業の用に供する建物（居住の用に供するものを除く。次項におい

て同じ。）の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地

権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更

新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取

りの請求をしないこととする旨を定めることができる。  

２ 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年

未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十

八条の規定は、適用しない。  

３ （略） 


